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議  案  第１１５号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市立家島交流センター条例について 

 

姫路市立家島交流センター条例を次のように制定する。 

 

姫路市立家島交流センター条例 

（設置） 

第１条 市民の世代間の交流を育む活動の促進並びに教養の向上及び健康の増進を図

るとともに、高齢者の生きがいづくりを支援するため、姫路市立家島交流センター

（以下「センター」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 センターの位置は、次のとおりとする。 

姫路市家島町宮１４１０番地１２ 

 （事業） 

第３条 センターは、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 世代間の交流促進の場を提供し、交流を育む活動を支援すること。 

⑵ 市民の教養の向上及び健康の増進を図ること。 

⑶ 高齢者の生きがいづくり及び仲間づくりを支援すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事

業 

 （開館時間） 

第４条 センターの開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、市長が

必要と認めるときは、これを変更することができる。 

 （休館日） 
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第５条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認め

るときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。 

 ⑴ 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、その翌日（月曜

日を含んで連続した休日がある場合においては、連続した休日の最後の日の翌日

）とする。 

 ⑵ １２月２８日から翌年１月３日まで 

 （使用許可） 

第６条 別表区分の欄に掲げる施設を使用しようとする者は、規則で定めるところに

より市長の許可（以下「使用許可」という。）を受けなければならない。 

２ 市長は、使用許可に際し、センターの管理上必要な条件を付することができる。 

 （使用の制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。 

⑴ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

⑵ センターの設置の目的に反する使用をし、又はそのおそれがあると認めるとき。 

⑶ センターの建物、建物の附属設備、器具、備品等（以下これらを「建物等」と

いう。）又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。 

⑷ センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

⑸ その他市長が不適当と認めるとき。 

 （目的外使用の禁止等） 

第８条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、許可を受けた目的以外 

に施設を使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

 （許可の変更等） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して、その使用

許可の変更若しくは使用の停止を命じ、又はその使用許可を取り消すことができる 

。この場合において、使用者に生じた損害については、市は、その責めを負わない。 

⑴ 使用者が、この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可条件に違反してセ

ンターを使用したとき、又は使用しようとするとき。 
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⑵ 使用者が、偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

⑶ 災害その他不可抗力によって使用させることができなくなったとき、又は使用

させることが不適当と認められるとき。 

⑷ 前３号に定めるもののほか、市長が、公用、保安又は管理上の都合により特に

必要と認めるとき。 

 （使用料） 

第１０条 使用者は、別表に定める使用料（消費税及び地方消費税相当額を含む。以

下同じ。）を市長に納付しなければならない。 

 （使用料の減免） 

第１１条 市長は、公益上必要と認めるときは、規則で定めるところにより前条に規

定する使用料を減額し、又は免除することができる。 

 （使用料の還付） 

第１２条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第９条第３号若しくは第４号に該

当するとき、又は使用者の都合によりセンターを使用しないことについて市長がや 

むを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 （使用者の義務） 

第１３条 使用者は、その使用する建物等を善良なる管理者の注意をもって取り扱わ

なければならない。 

２ 使用者は、センターの係員が職務執行のために使用中の場所に立ち入るときは、

これを拒むことができない。 

（特別の設備） 

第１４条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、

あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせる

ことができる。 

３ 使用者は、前２項に規定する設備をしたときは、使用許可期間満了までにこれを

撤去し、原状に復さなければならない。 

（行為の禁止） 
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第１５条 何人も、センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 建物等又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。 

⑵ 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそ

れがある物品若しくは動物の類を携帯すること。 

⑶ 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。 

⑷ 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。 

⑸ 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。 

⑹ 前各号に定めるもののほか、センターの管理に支障がある行為をすること。 

（入場の拒否、退場の命令等） 

第１６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入場を

拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。 

⑴ 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者 

⑵ 前号に掲げる者のほか、センターの管理上の必要な指示に従わない者 

２ 使用者は、前項第１号に該当する者が入場したときは、速やかに市長に連絡し、

又はその他必要な措置をしなければならない。 

（損害の賠償） 

第１７条 建物等若しくは資料を汚損し、損傷し、若しくは亡失した者又は第１４条

第３項に規定する義務を履行しない者は、これによって生じた損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全

部又は一部を免除することができる。 

（指定管理者による管理） 

第１８条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項の規定により

、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

にセンターの管理を行わせることができる。この場合において、第６条、第７条、

第９条、第１１条、第１４条及び第１６条中「市長」とあるのは、「指定管理者」

とする。 

（選定方法及び選定基準） 
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第１９条 センターの指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他

規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、事業計画書等により、次に掲げ

る基準のいずれにも該当するもののうちから、最も適切にセンターの管理を行うこ

とができると認められるものを指定管理者の候補者（以下「候補者」という。）と

して選定するものとする。 

⑴ センターの管理を行うに当たり、平等な利用が確保できること。 

⑵ センターの効用を最大限に発揮できるものであるとともに、管理経費の縮減が

図られるものであること。 

⑶ 事業計画書の内容に沿ったセンターの管理を安定して行う能力を有すること。 

３ 市長は、特に必要と認めるときは、前２項の規定にかかわらず、前項の基準のい

ずれにも該当すると認められる特定のものを、そのものとの協議により候補者とす

ることができる。 

（再度の選定） 

第２０条 市長は、次に掲げるときは、前条第１項の規定による申請者のうち候補者

（第２号の場合にあっては、指定を取り消したもの）を除くものの中から再度同条

第２項の規定による選定を行うことができる。 

⑴ 候補者を指定管理者に指定することが不適当と認められる事情が生じたとき。 

⑵ 次条第１項の規定により指定した後、指定期間開始前までの間に法第２４４条

の２第１１項の規定により、その指定の取消しを行ったとき。 

（指定管理者の指定） 

第２１条 市長は、議会の議決を経て、候補者を指定管理者に指定するものとする。 

２ 市長は、指定管理者の指定をしたとき、若しくはその指定を取り消したとき、又

は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示する。 

（指定管理者の業務の範囲） 

第２２条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

⑴ 第３条各号に掲げる事業を行うこと。 

⑵ 使用許可に関すること。 
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⑶ 使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 

⑷ センターの施設及び設備の維持管理を行うこと。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認めること。 

（事業報告書の提出） 

第２３条 指定管理者は、毎年度終了後（年度の途中において指定を取り消された場

合にあっては、その取り消された日以後）、法第２４４条の２第７項に規定する事

業報告書を、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。 

（秘密の保持） 

第２４条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も、同様とする。 

（補則） 

第２５条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、市長が告示で定める日から施行する。ただし、第１８条から第２２

条まで及び第２５条の規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 市長は、この条例の施行の日前においても、使用許可その他センターを供用する

ために必要な準備行為をすることができる。 

（姫路市立老人福祉センター条例の一部改正） 

３  姫路市立老人福祉センター条例（平成１８年姫路市条例第４６号）の一部を次の 

ように改正する。 

第２条の表を次のように改める。 

名称 姫路市立香寺健康福祉センター 

位置 姫路市香寺町矢田部７３３番地 

第４条中「別表第１の」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 
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⑶ １２月２８日から翌年１月４日まで 

第６条第１項中「別表第２第１項及び第２項の表区分の欄」を「別表区分の欄」

に改める。 

第１０条第１項中「別表第２」を「別表」に改める。 

別表第２を削り、別表第１を次のように改める。 

別表（第１０条関係） 

区分 午前 午後 全日 

午前８時４０分か

ら午後０時４０分

まで 

午後１時から午後

５時まで 

午前８時４０分か

ら午後５時まで 

 

集会室（ホール） 

円 

１２，２２０ 

円 

１２，２２０ 

円 

２４，４４０ 

集会室１ １，０１０ １，０１０ ２，０３０ 

集会室２ １，５２０ １，５２０ ３，０５０ 

会議室 ２，０３０ ２，０３０ ４，０７０ 

小会議室１ １，０１０ １，０１０ ２，０３０ 

小会議室２ １，０１０ １，０１０ ２，０３０ 

教養娯楽室１ ３，０５０ ３，０５０ ６，１１０ 

教養娯楽室２ ２，０３０ ２，０３０ ４，０７０ 

教養娯楽室３ ５，０９０ ５，０９０ １０，１８０ 

備考 

１ 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は商品の展示若

しくは販売を行う場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の額に当

該使用料の２０割に相当する額を加算した額とする。 

２ 市外の者が使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の額

に当該使用料の１０割に相当する額を加算した額とする。 

３ 冷暖房を使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の額に
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当該使用料の４割に相当する額を加算した額とする。 

４ 使用許可時間を超過し、又は時間を早めに使用する場合の超過時間に係る

使用料は、全日の使用料（前３項に該当するときは、これらの規定により計

算された額）を５で除して得た額に超過時間を乗じて得た額とする。この場

合において、超過時間の計算は、１時間未満のときはこれを１時間とし、１

時間を超える場合で１時間に満たない端数時間があるときはその端数時間を

１時間として計算する。 

５ この表に定めのない時間帯に使用する場合の使用料は、午後の使用料（第

１項から第３項までに該当するときは、これらの規定により計算された額）

の１時間当たりの算出料金に２分の３を乗じて得た額に、使用時間を乗じて

得た額とする。この場合における使用時間の計算は、前項後段の規定を準用

する。 

別表（第１０条関係） 

区分 使用料（１時間につき） 

 

集会室１ 

          円 

        ４００ 

集会室２         ４００ 

調理室         ８００ 

多目的室１         ２００ 

多目的室２         １５０ 

和室         ４００ 

備考  

１ 使用時間は、１時間未満のときはこれを１時間とし、１時間を超える場合で 

１時間に満たない端数時間があるときはその端数時間を１時間として計算する。 

２ 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は商品の展示若し

くは販売を行う場合の使用料は、当該使用区分に係る使用料の額に当該使用料

の１０割に相当する額を加算した額とする。 
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議  案  第１１６号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

新甲山浄水場建設事業者審査委員会条例について 

 

新甲山浄水場建設事業者審査委員会条例を次のように制定する。 

 

新甲山浄水場建設事業者審査委員会条例 

（設置） 

第１条 上下水道事業管理者の附属機関として、新甲山浄水場建設事業者審査委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、上下水道事業管理者の諮問に応じ、新甲山浄水場建設事業に係る

契約候補者の選定に関する事項について審議し、及び審査し、その結果を上下水道

事業管理者に答申するものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから上下水道事業管理者が委嘱し、又は任命する。 

 ⑴ 学識経験を有する者 

 ⑵ 市その他関係行政機関の職員 

 ⑶ その他上下水道事業管理者が必要と認める者 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

－9－



 （委員会の会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

３ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

５ 会議は、これを非公開とする。 

（意見聴取） 

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説

明又は意見を聴くことができる。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、上下水道局において処理する。 

 （補則） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

定める。 

附 則 

  （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。 

  （失効） 

 ２ この条例は、第２条の規定による答申が行われた日限り、その効力を失う。 

  （招集の特例） 

 ３ 最初に招集される会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、上下水道事業管理

者が招集する。 
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議  案  第１１７号   

令和 ５年 ９月 １日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例及び姫路市旅館業法施行条

例の一部を改正する条例について 

 

姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例及び姫路市旅館業法施行条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。 

 

姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例及び姫路市旅館業法施行条

例の一部を改正する条例 

（姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例の一部改正） 

第１条 姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例（平成１２年姫路市条例第７号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条第２項第５号中「又は第３条の３第１項」を「、第３条の３第１項又は第

３条の４第１項」に改める。 

 （姫路市旅館業法施行条例の一部改正） 

第２条 姫路市旅館業法施行条例（平成１５年姫路市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項中「及び第３条の３第３項」を「、第３条の３第２項及び第３条の

４第３項」に改める。 

第４条中「第５条第３号」を「第５条第１項第４号」に改める。 

附 則 

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため

の旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日から施行す

る。 
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議  案  第１１８号   

令和 ５年 ９月 １日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市興行場法施行条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市興行場法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市興行場法施行条例の一部を改正する条例 

姫路市興行場法施行条例（平成２４年姫路市条例第７１号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第１項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項ただし書及び第５号並びに

同条第２項ただし書を削る。 

第５条中「臨時の興行場」を「仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行

場（以下「臨時の興行場」という。）」に改める。 

第６条の見出しを「（構造設備基準の適用除外）」に改める。 

第８条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同項の前に次の２項を加える。 

法第２条の２第２項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしよう

とする者は、次の事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 届出者の住所、氏名及び生年月日（法人にあっては、その名称、事務所所在地

及び代表者の氏名） 

 ⑵ 営業を譲渡した者の住所及び氏名（法人にあっては、その名称、事務所所在地

及び代表者の氏名） 

 ⑶ 譲渡の年月日 

 ⑷ 興行場の名称及び所在地 

２ 前項の届書には、次の書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 興行場の譲渡が行われたことを証する書類 
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 ⑵ 届出者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書 

 第１０条を次のように改める。 

 （変更等の届出） 

第１０条 興行場を営む者は、第３条の申請書若しくは第８条若しくは前条の届書に

記載した事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃

止したときは、１０日以内に届書に保健所長が必要と認める書類を添えて保健所長

に提出しなければならない。 

２ 営業者が死亡し、又は解散したときは、推定相続人又は清算人（法人の解散が合

併によるものであるときはその業務を行う役員であった者、破産手続開始の決定に

よるものであるときはその破産管財人）等は、その日から２０日以内に届書に許可

証を添えて保健所長に提出しなければならない。ただし、法第２条の２第２項の規

定による届出が行われた場合は、この限りでない。 

第１１条中「興行場の営業者が講じなければならない興行場の」を削る。 

第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の１条を加える。 

 （衛生措置基準の適用除外） 

第１２条 市長は、興行場の形態等により、前条に掲げる基準によることができない

場合であって衛生上支障がないと認めるとき、又はこれらの基準による必要がない

と認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。 

   附 則 

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため

の旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日から施行す

る。 
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議  案  第１１９号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市屋外広告物条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市屋外広告物条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市屋外広告物条例の一部を改正する条例 

 姫路市屋外広告物条例（平成８年姫路市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「２年」を「３年」に改める。 

 第８条中「から前条まで」を「、第５条、第６条第１項及び前条」に改め、同条に

後段として次のように加える。 

  この場合において、第６条第１項中「許可の期間を定めるほか、良好な」とある

のは、「良好な」と読み替えるものとする。 

 第１５条第１項前段中「係る広告物等」の次に「（以下「許可広告物等」という。

）」を、「設置する者」の次に「（以下「広告設置者」という。）」を、「管理する

者」の次に「（以下「広告管理者」という。）」を加え、同項後段中「当該広告物等

を管理する者」を「広告管理者」に改め、同条第２項中「この条例の規定による許可

に係る広告物等を表示し、又は設置する者」及び「当該広告物等を表示し、又は設置

する者」を「広告設置者」に改め、同条第３項及び第４項中「この条例の規定による

許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者」を「広告設置者」に、「当該広告物

等を管理する者」を「広告管理者」に改める。 

第１５条の次に次の１条を加える。 

（点検） 

第１５条の２ 広告設置者は、第４条第１項の許可又は第６条第３項に規定する更新

に係る申請をする場合には、表示し、又は設置している許可広告物等の本体、接合
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部、支持部分等の劣化及び損傷の状況について点検を行わなければならない。 

２ 前項の規定により点検を行う許可広告物等が次のいずれにも該当するときは、規

則で定める資格又は技能を有する者に前項の点検を行わせなければならない。ただ

し、規則で定める広告物等は、この限りでない。 

⑴ 広告物等を表示し、又は設置してから８年を経過したもの 

⑵ 広告物等の上端の地上からの高さが４メートルを超えるもの 

第１６条第２項中「この条例の規定による許可に係る広告物等」を「許可広告物等

」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年６月３０日までの間、この条例による改正後の

第１５条の２第２項の規定の適用については、同項本文中「行わせなければ」とあ

るのは、「行わせるよう努めなければ」とする。 
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議  案  第１２０号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正

する条例について 

 

姫路市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。 

 

姫路市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正

する条例 

姫路市開発事業における手続及び基準等に関する条例（平成２３年姫路市条例第４

４号）の一部を次のように改正する。 

目次中「・第２６条」を「―第２６条」に改める。 

第２条第２項第７号中「緑地」の次に「、広場」を加える。 

第９条第２号中「又は緑地」を「、緑地又は広場」に改める。 

第２５条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、同条第２号中「１５０平方

メートル」を「３００平方メートル」に改め、同号を同条第３号とし、同条第１号の

次に次の１号を加える。 

⑵ 政令第２９条の２第１項第５号イの規定により条例で定める施設の種類は、主

として住宅（長屋又は共同住宅を除く。）の建築の用に供する目的で行う開発行

為に限り、公園とする。 

第２５条の次に次の１条を加える。 

（公共施設の整備等に関する基準の緩和） 

第２５条の２ 法第３３条第３項の規定による技術的細目において定められた制限の

緩和として政令第２９条の２第２項第３号イの規定により条例で定める開発区域の
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面積の最低限度は、前条第２号に規定する開発行為に限り、１ヘクタールとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２条、第９条、第２５条及び第２５条の２の規定は、

この条例の施行の日以後に第１３条第１項の規定による協議の申請が行われた開発

事業について適用し、同日前に協議の申請が行われた開発事業については、なお従

前の例による。 
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議  案  第１２１号   

令和 ５年 ９月 １日   

   

姫路市長  清 元 秀 泰    

   

   姫路市空家等対策協議会条例及び姫路市老朽危険空家等の対策に関     

する条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市空家等対策協議会条例及び姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定する。 

   

   姫路市空家等対策協議会条例及び姫路市老朽危険空家等の対策に関     

する条例の一部を改正する条例 

 （姫路市空家等対策協議会条例の一部改正） 

第１条 姫路市空家等対策協議会条例（平成２８年姫路市条例第１０号）の一部を次 

のように改正する。 

 第１条中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

第２条第１号中「第６条第１項」を「第７条第１項」に改める。 

 （姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例の一部改正） 

第２条 姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例（平成２９年姫路市条例第４７号 

）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「第１４条第１項」を「第２２条第１項」に改める。 

 第７条第２項中「地方公共団体の長」の次に「、空家等に工作物を設置している

者」を加える。 

 第８条第２項及び第３項中「第１４条第１項」を「第２２条第１項」に改め、同

条第４項及び第５項中「第１４条第２項」を「第２２条第２項」に改め、同条第６

項中「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に改め、同条第７項中「第１４条第

４項」を「第２２条第４項」に改め、同条第８項中「第１４条第５項」を「第２２
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条第５項」に改め、同条第９項及び第１０項中「第１４条第６項」を「第２２条第

６項」に改め、同条第１１項及び第１２項中「第１４条第３項」を「第２２条第３

項」に改め、同条第１３項中「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に改め、「

命ぜられるべき者」の次に「（以下この項及び次項において「命令対象者」という

。）」を加え、「その者」を「当該命令対象者」に、「者に」を「者（以下この項

及び次項において「措置実施者」という。）にその措置を」に、「相当の期限を定

めて、」を「市長は、その定めた期限内に命令対象者において」に、「、市長又は

その命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨を」を「市長又は措置実

施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、」に改め、同条第

１５項中「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に、「同条第１１項」を「同条

第１３項」に改め、同項を同条第１６項とし、同条第１４項中「前項後段」を「第

１３項後段」に改め、「相当の」を削り、同項を同条第１５項とし、同条第１３項

の次に次の１項を加える。 

１４ 市長は、法第２２条第１１項の規定により災害その他非常の場合において、

特定老朽危険空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定老朽危険空家等

に関し緊急に除却、修繕その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を

とる必要があると認めるときで、同条第３項から第８項までの規定により当該措

置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特

定老朽危険空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は

措置実施者に行わせることができる。 

第９条中「第１４項」を「第１５項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５

年法律第５０号）の施行の日から施行する。 
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議  案  第１２２号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

   姫路市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市火災予防条例の一部を改正する条例 

 姫路市火災予防条例（昭和３７年姫路市条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

第１２条第１項第３号の２中「キュービクル式のものにあっては、」を削る。 

第１２条の２第１項第３号中「雨水等」を「その筐
きょう

体は雨水等」に改める。 

第１４条第１項を次のように改める。 

 蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０キ

ロワット時を超え２０キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置

及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを

除く。以下同じ。）は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造

としなければならない。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあって

は、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。 

第１４条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設け

る電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準

第３に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュ

ービクル式のものを除く。）にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保た

なければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないも

のに面するときは、この限りでない。 
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第１４条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１２条の２第１項第３号」に

改める。 

第５３条第１１号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワット時以下

のものを除く。）」を加える。 

別表第３厨房設備の項を次のように改める。 

厨

房

設

備 

気

体

燃

料 

不

燃

以

外 

開放式 組込型こんろ・グリ

ル付こんろ・グリド

ル付こんろ、キャビ

ネット型こんろ・グ

リル付こんろ・グリ

ドル付こんろ 

１４ｋ

Ｗ以下 

１００ １５ 

注 

１５ １５ 

注 

注：機

器本体

上方の

側方又

は後方

の離隔

距離を

示す。 

据置型レンジ ２１ｋ

Ｗ以下 

１００ １５ 

注 

１５ １５ 

注 

不

燃 

開放式 組込型こんろ・グリ

ル付こんろ・グリド

ル付こんろ、キャビ

ネット型こんろ・グ

リル付こんろ・グリ

ドル付こんろ 

１４ｋ

Ｗ以下 

８０ ０ ― ０ 

据置型レンジ ２１ｋ

Ｗ以下 

８０ ０ ― ０ 

固

体

燃

料 

不

燃

以

外 

木炭を

燃料と

するも

の 

炭火焼き器 ― １００ ５０ ５０ ５０ 

不

燃 

木炭を

燃料と

炭火焼き器 ― ８０ ３０ ― ３０ 
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するも

の 

上記に分

類されな

いもの 

使用温度が８００℃以

上のもの 

― ２５０ ２００ ３００ ２００ 

使用温度が３００℃以

上８００℃未満のもの 

― １５０ １００ ２００ １００ 

使用温度が３００℃未

満のもの 

― １００ ５０ １００ ５０ 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関 

を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の姫路市火災予防条例（以下「 

新条例」という。）第１４条第１項に規定する蓄電池設備（附則第４項に規定する

ものを除く。以下この項において「燃料電池発電設備等」という。）又は現に設置

の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第１２条第１項第３号の２（新

条例第８条の３第１項及び第３項、第１２条第３項、第１３条第２項及び第３項並

びに第１４条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）の規定に適合しな

いものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第１４条

第１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち、同項の規定に

適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 新条例第１４条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるものの

うち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起

算して２年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないも

のについては、当該規定は、適用しない。 
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議  案  第１２３号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市立青少年キャンプ場条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立青少年キャンプ場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立青少年キャンプ場条例の一部を改正する条例 

姫路市立青少年キャンプ場条例（平成１７年姫路市条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の表を次のように改める。 

名称 姫路市立太尾キャンプ場 

位置 姫路市豊富町豊富３９２８番地 

第３条中「姫路市立太尾キャンプ場」を「キャンプ場」に改める。 

第５条の見出しを「（開場日）」に改め、同条本文中「休場日」を「開場日」に、

「次の各号に掲げるキャンプ場の区分に応じ、当該各号に定める日」を「７月２０日

から８月３１日まで」に改め、同条ただし書中「変更し、又は臨時に休場日を設ける

」を「変更する」に改め、同条各号を削る。 

第６条中「姫路市立太尾キャンプ場」を「キャンプ場」に改める。 

第７条第１項中「別表区分の欄に掲げるキャンプ場の施設」を「キャンプ場のテン

トサイト」に改める。 

第１１条第１項を次のように改める。 

キャンプ場のテントサイトに係る使用料は、無料とする。 

第１１条第２項中「及び備品」を削り、「使用料」の次に「（消費税及び地方消費

税相当額を含む。以下同じ。）」を加える。 

第１２条中「前条」を「前条第２項」に改める。 
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 第１９条から第２５条までを削り、第２６条を第１９条とする。 

 別表を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の姫路市立青少年キャンプ場条例

第２２条第１項の規定により指定された指定管理者（以下「施行日前の指定管理者

」という。）に係る同条例第２４条に規定する事業報告書を提出しなければならな

い義務並びに施行日前の指定管理者の役員及び職員であった者に係る同条例第２５ 

条に規定する秘密を他に漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。 
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議  案  第１２４号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

契約の締結について 

 

（仮称）姫路市立家島交流センター新築（建築）工事について、下記のとおり請負

契約を締結したい。 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り提出する。 

記 

 

工 事 名 （仮称）姫路市立家島交流センター新築（建築）工事 

工 事 場 所 姫路市家島町宮１４１０番地１２ 

工 期 令和６年８月３０日限り 

契 約 金 額 １５４，０００，０００円 

契 約 の 方 法 随意契約 

契約の相手方 

姫路市西今宿二丁目１番３４号 

栄伸工業株式会社 

代表取締役 菅原 栄作 
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議  案  第１２５号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

契約の締結について 

 

坊勢漁港（西ノ浦地区）西５号防波堤耐震改良基礎工事について、下記のとおり請

負契約を締結したい。 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り提出する。 

記 

 

工 事 名 坊勢漁港（西ノ浦地区）西５号防波堤耐震改良基礎工事 

工 事 場 所 姫路市家島町坊勢地先 

工 期 令和６年８月３０日限り 

契 約 金 額 １９６，３９２，９００円 

契 約 の 方 法 一般競争入札 

契約の相手方 

姫路市広畑区正門通三丁目６番の２ 

株式会社吉田組 

代表取締役 壺阪 博昭 
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議  案  第１２６号   

令和 ５年 ９月 １日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   契約の締結について 

 

 旧姫路市中央卸売市場解体撤去工事について、下記のとおり請負契約を締結したい。 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り提出する。 

                  記 

 

工 事 名 旧姫路市中央卸売市場解体撤去工事 

工 事 場 所 姫路市延末２９５番地 

工 期 令和７年９月３０日限り 

契 約 金 額 １，９３６，０００，０００円 

契 約 の 方 法 一般競争入札 

契約の相手方 

ハマダ・工成共同企業体 

代表者 姫路市網干区新在家１２６１番地の１２ 

      株式会社ハマダ 

       代表取締役 帽田 泰輔 

 構成員 姫路市網干区大江島６７４番地 

      工成建設株式会社 

       代表取締役 藤木 浩一 
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議  案  第１２７号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

訴えの提起について 

 

事務管理に基づく費用償還請求事件について、下記のとおり訴えを提起したい。 

地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により提出する。 

記 

１ 事件名  事務管理に基づく費用償還請求事件 

２ 当事者  原告 姫路市安田四丁目１番地 

            姫路市 

             代表者  市長 清元 秀泰 

       被告１  

               

   

       被告２  

              

 

３ 事件の概要 

⑴ 被告１は、姫路市辻󠄀井八丁目４３６番９４の土地（以下「本件土地１」という

。）の所有者である。 

被告２は、平成３１年１月１４日に が死亡し、同人に相続人のある

ことが明らかでないため成立した相続財産法人である。 は、本件土

地１の北側に隣接する姫路市辻󠄀井八丁目４３６番１の土地（以下「本件土地２」

という。）の持分６２００分の２００の共有者であった。 

本件土地１及び本件土地２（以下これらを「本件各土地」という。）は宅地造
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成により生じた傾斜地であるところ、平成２８年９月２０日及び平成２９年１０

月２２日の台風到来に起因して斜面の一部崩落が発生した。更なる崩落が生じた

場合、本件各土地南側に位置する市道や住宅を巻き込んだ災害となることが予想

されたため、原告は本件各土地の所有者らに対して、再崩落防止のための対策工

事を行うよう繰り返し指導要請したが、十分な崩落防止措置はとられなかった。 

⑵ そこで、原告はやむを得ず、本件各土地の所有者らに代わって応急対策工事等

を実施し、これに要する費用として計４１７０万２４９２円を支出した。 

⑶ 原告は、本件各土地の所有者らに対し、民法（明治２９年法律第８９号）第７

０２条第１項の規定に基づき、応急対策工事等のために支出した費用（以下「本

件事務管理費用」という。）を任意に支払うよう求めたが、履行されなかった。 

⑷ そのため、原告は、本件各土地の所有者らを相手方として、本件事務管理費用

４１７０万２４９２円の償還を求めて姫路簡易裁判所に調停を申し立てた（なお、

は調停申立て時には死亡しており、戸籍上相続人が見当たらなかっ

たため、相手方から除外した。）。令和４年１１月１０日、被告１以外の相手方

が原告に対して合計２５３５万２７９３円を支払う旨の調停に代わる決定がなさ

れ、同決定はその後確定した。被告１は調停期日に一切出頭しなかったため、被

告１との関係では調停不成立となった。 

⑸ そこで、被告らに対し、本件事務管理費用４１７０万２４９２円から調停に代

わる決定に基づき支払われるべき２５３５万２７９３円を控除した１６３４万９

６９９円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求め訴訟提起するものである。 

４ 請求の趣旨 

 被告らは、原告に対し、連帯して、金１６３４万９６９９円及びこれに対する訴

状送達の日の翌日から支払済みまで年３分の割合による金員を求めるもの 

５ 訴訟の方法等 

  控訴、上告その他本件処理に関する付帯事項は、市長に一任する。 
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姫路市長　　清　元　秀　泰

市道路線の認定及び廃止について

下記路線を市道として認定し、及び廃止したい。

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定によ

り提出する。

記

議　　案　　第１２８号

令和　５年　９月　１日

１　認定する路線

重要な
路　 線　 名

起　　　　　　　　　　点

終　　　　　　　　　　点 経過地

城北 ３４３号線
姫路市野里上野町一丁目７６６番３地先

姫路市野里上野町一丁目７６６番５地先

安室 ３６７号線
姫路市田寺八丁目５番１６地先

姫路市田寺八丁目９番１地先

安室 ４０７号線
姫路市御立東一丁目４１４番１１地先

姫路市御立東一丁目４１４番８地先

安室 ４０８号線
姫路市御立中二丁目５２８番７３地先

姫路市御立中二丁目５２８番８９地先

安室 ４０９号線
姫路市御立中二丁目５２８番７７地先

姫路市御立中二丁目５２８番３９地先

安室 ４１０号線
姫路市御立中二丁目５２８番６１地先

姫路市御立中二丁目５２８番６０地先

2023年8月4日 －議案第１２８号－
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高岡 ３０１号線
姫路市下手野四丁目５９９番１１地先

姫路市下手野四丁目６１１番１地先

曽左 ２５４号線
姫路市書写３４９番６地先

姫路市書写３２７番１４地先

曽左 ２５５号線
姫路市書写１３０７番１０地先

姫路市書写１３０７番７地先

手柄 ２３１号線
姫路市飯田三丁目１２２番６地先

姫路市飯田三丁目１２２番９地先

荒川 ３７８号線
姫路市苫編南二丁目９番地先

姫路市苫編南二丁目１６９番４地先

荒川 ３７９号線
姫路市苫編７６番５地先

姫路市苫編４２８番１地先

白浜 ５１号線
姫路市白浜町甲８４０番３地先

姫路市白浜町甲８２９番地先

英賀 ３５３号線
姫路市飾磨区矢倉町一丁目１００番７地先

姫路市飾磨区矢倉町一丁目１００番５地先

八幡 ３８４号線
姫路市広畑区才３０４番１地先

姫路市広畑区才４７０番１地先

八幡 ３９２号線
姫路市広畑区蒲田四丁目１２３番３地先

姫路市広畑区蒲田四丁目１２３番６地先

八幡 ３９３号線
姫路市広畑区西蒲田２４番１１地先

姫路市広畑区西蒲田２４番７地先

広畑 ３１１号線
姫路市広畑区高浜町三丁目８２番２０地先

姫路市広畑区高浜町三丁目８２番４９地先

広畑 ３１２号線
姫路市広畑区高浜町三丁目８２番５８地先

姫路市広畑区高浜町三丁目８２番３１地先

2023年8月4日
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広畑 ３１３号線
姫路市広畑区高浜町三丁目８２番４０地先

姫路市広畑区高浜町三丁目８２番３９地先

勝原 ３４１号線
姫路市勝原区大谷６５番１地先

姫路市勝原区大谷５４番５地先

勝原 ３７０号線
姫路市勝原区大谷４６番７地先

姫路市勝原区大谷４６番１８地先

勝原 ３７１号線
姫路市勝原区宮田７５４番６地先

姫路市勝原区宮田７５３番７地先

勝原 ３７２号線
姫路市勝原区大谷５４番１２地先

姫路市勝原区大谷５４番２４地先

旭陽 １７３号線
姫路市網干区高田１５５番４地先

姫路市網干区高田４２番６地先

旭陽 ２５５号線
姫路市網干区田井３７番１４地先

姫路市網干区田井３７番１０地先

旭陽 ２５６号線
姫路市網干区田井３７番２４地先

姫路市網干区田井３７番５地先

旭陽 ２５７号線
姫路市網干区坂出２９５番７地先

姫路市網干区坂出１８番６地先

余部 １０４号線
姫路市余部区上余部２３９番１０地先

姫路市余部区上余部２３９番７地先

余部 １０５号線
姫路市余部区上余部７４８番５地先

姫路市余部区上余部７４８番１０地先

谷外 １１６号線
姫路市飾東町庄１２番６地先

姫路市飾東町庄２１番１地先

谷外 １４８号線
姫路市飾東町庄３０番３地先

姫路市飾東町佐良和８番１９地先

2023年8月4日 －議案第１２８号の１－
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四郷 １３５号線
姫路市四郷町山脇３３５番７地先

姫路市四郷町山脇３３５番１地先

別所 ２１６号線
姫路市別所町小林８番８地先

姫路市別所町小林８番１地先

香呂 ３０７号線
姫路市香寺町中仁野１８１番１地先

姫路市香寺町中仁野１８１番７地先

２　廃止する路線

重要な
路　 線　 名

起　　　　　　　　　　点

終　　　　　　　　　　点 経過地

安室 ３６７号線
姫路市田寺八丁目５番１６地先

姫路市田寺八丁目５番１３地先

高岡 ３０１号線
姫路市下手野四丁目５９９番１１地先

姫路市下手野四丁目６０８番地先

白浜 ５１号線
姫路市白浜町甲８３９番地先

姫路市白浜町甲８３５番１０地先

八幡 ３８４号線
姫路市広畑区才３０４番１地先

姫路市広畑区才３０１番地先

勝原 ３４１号線
姫路市勝原区大谷６５番１地先

姫路市勝原区大谷６５番１地先

旭陽 １７３号線
姫路市網干区高田１５５番４地先

姫路市網干区高田７７番１９地先

谷外 １１６号線
姫路市飾東町庄１２番１地先

姫路市飾東町庄１７番１５地先

2023年8月4日
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１

野里上野町一丁目

野里

野里慶雲寺前町

野里上野町二丁目

Ｊ
Ｒ
播
但
線

国
道
３
１
２
号

《参考》市道路線認定位置図

S=1:2,500

　認定

番 号 路　線　名

１ 城北３４３号線

－34－



田寺八丁目

田寺六丁目

田寺七丁目

御立中一丁目

御立東二丁目

１
１

《参考》市道路線認定廃止位置図
S=1:2,500

　認定

番 号 路　線　名

安室３６７号線１安室３６７号線

路　線　名

　廃止

番 号

１
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御立東一丁目

田寺東三丁目

田寺東一丁目

田寺東四丁目

１

県道姫路環状線

　認定

番 号 路　線　名

１ 安室４０７号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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御立東二丁目

御立中一丁目

御立東四丁目

御立中二丁目

御立中六丁目

御立東三丁目

２

１

３

御立中三丁目

３

２

１

　認定

安室４０８号線

安室４０９号線

安室４１０号線

《参考》市道路線認定位置図

S=1:2,500

県

道

姫

路

環

状

線
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１

下手野四丁目

夢
前
川

Ｊ
Ｒ
姫
新
線

県
道
姫
路
環
状
線

１

《参考》市道路線認定廃止位置図
S=1:2,500

　認定

番 号 路　線　名

高岡３０１号線１高岡３０１号線

路　線　名

　廃止

番 号

１

東夢前台２丁目

下手野六丁目

川西
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１

書写

主要地方道姫路上郡線

　認定

番 号 路　線　名

１ 曽左２５４号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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１

書写

県道
石倉
玉田
線

　認定

番 号 路　線　名

１ 曽左２５５号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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１

飯田三丁目

飯田

船場川

国道２号（姫路バイパス）

主
要
地
方
道
姫
路
港
線

　認定

番 号 路　線　名

１ 手柄２３１号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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１

苫編南二丁目

苫編南一丁目

飾磨区付城一丁目

苫編

飾磨区付城二丁目

飾磨区高町一丁目

ＪＲ
山陽
本線

県道
和久
今宿
線

県道付城細江線

国道２号（姫路バイパス）

　認定

番 号 路　線　名

１ 荒川３７８号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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１

苫編

苫編南二丁目

苫編南一丁目

飾磨区高町二丁目

大
井
川

県道付城細江線

ＪＲ
山陽
本線

県道
和久
今宿
線

国道２号（姫路バイパス）

　認定

番 号 路　線　名

１ 荒川３７９号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:5,000
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《参考》市道路線認定廃止位置図

S=1:2,500

白浜町

市立白浜小学校

山陽電鉄本線

国
道
２
５
０
号

　認定

番 号

１

路　線　名

白浜　５１号線

番 号

　廃止

路　線　名

１ 白浜　５１号線

１

１

市立白浜幼稚園

－44－



飾磨区矢倉町一丁目

飾磨区英賀宮町一丁目

飾磨区英賀宮町二丁目

飾磨区矢倉町二丁目

県
道
和
久
今
宿
線

１

県
道
英
賀
保
停
車
場
線

　認定

番 号 路　線　名

１ 英賀３５３号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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１
１

広畑区才

市立夢前中学校

ＪＲ山陽本線

《参考》市道路線認定廃止位置図
S=1:2,500

　認定

番 号 路　線　名

八幡３８４号線１八幡３８４号線

路　線　名

　廃止

番 号

１

－46－



広畑区蒲田四丁目

広畑区蒲田三丁目

広畑区蒲田五丁目

ＪＲ山陽新幹線

県
道
姫
路
環
状
線

夢
前
川

１

　認定

番 号 路　線　名

１ 八幡３９２号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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１

広畑区西蒲田

広畑区西夢前台４丁目
夢
前
川

県
道
広
畑
青
山
線

　認定

番 号 路　線　名

１ 八幡３９３号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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広畑区高浜町三丁目

広畑区吾妻町三丁目

山陽電
鉄網干

線

１

２

３

市立広畑第二小学校

市立広畑第二幼稚園

県
道
才
広
畑
線

国道２５０号

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

　認定

番 号 路　線　名

１ 広畑３１１号線

広畑３１２号線２

広畑３１３号線３
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勝原区大谷

県立太子高等学校

太子町

主
要
地
方
道
太
子
御
津
線

太子町

２ １

３

１

　認定

番 号 路　線　名

勝原３４１号線１

２ 勝原３７０号線

３ 勝原３７２号線勝原３４１号線

路　線　名

　廃止

番 号

１

《参考》市道路線認定廃止位置図
S=1:2,500
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勝原区宮田

網干区宮内

網干区田井

大
津
茂
川

１

　認定

番 号 路　線　名

１ 勝原３７１号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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１１

網干区高田

網干区福井

余部区下余部

県道網干停車場新舞子線

　認定

番 号 路　線　名

旭陽１７３号線１旭陽１７３号線

路　線　名

　廃止

番 号

１

《参考》市道路線認定廃止位置図
S=1:2,500
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西
汐
入
川

網干区田井

市立大津茂小学校
１ 大津区長松

２

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

　認定

番 号 路　線　名

１ 旭陽２５５号線

２ 旭陽２５６号線
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《参考》市道路線認定位置図

S=1:2,500

１

網干区坂出

網干区坂上

網干区宮内

市立朝日中学校

主

要

地

方

道

太

子

御

津

線

　認定

路　線　名

旭陽２５７号線１

番 号
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余部区上余部

太子町

１

県
道
網
干
停
車
場
新
舞
子
線

　認定

番 号 路　線　名

１ 余部１０４号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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余部区上余部

余部区下余部

市立余部小学校

蟠
洞
川

１

　認定

番 号 路　線　名

１ 余部１０５号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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飾東町佐良和

国

道

３

１

２

号

（

播

但

連

絡

道

路

）

１

１

《参考》市道路線認定廃止位置図

S=1:2,500

　廃止

番 号 路　線　名

１ 谷外１１６号線

　認定

番 号 路　線　名

１ 谷外１１６号線

飾東町庄
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１

　認定

番 号 路　線　名

１ 谷外１４８号線

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

飾東町佐良和

飾東町庄
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１

四郷町山脇

四郷町坂元

《参考》市道路線認定位置図

S=1:2,500

　認定

番 号 路　線　名

１ 四郷１３５号線

県
道

妻

鹿

花
田

線
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１

Ｊ

Ｒ

山

陽

本

線

高砂市金ケ田町

国

道

２

号

《参考》市道路線認定位置図

S=1:2,500

　認定

番 号 路　線　名

１ 別所２１６号線

天

川

高砂市春日野町

別所町小林
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１

香寺町中仁野

香寺町犬飼

香寺町中屋

Ｊ
Ｒ
播
但
線

国
道
３
１
２
号

矢
田
部
川

恒
屋
川

《参考》市道路線認定位置図

S=1:2,500

　認定

番 号 路　線　名

１ 香呂３０７号線
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議  案  第１２９号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

令和４年度姫路市水道事業会計剰余金の処分について 

 

下記のとおり令和４年度姫路市水道事業会計未処分利益剰余金１，８０６，４９１

，３３０円のうち、８５６，９３０，９６６円を建設改良積立金に積み立て、９４９

，５６０，３６４円を資本金に組み入れる。 

地方公営企業法第３２条第２項の規定により提出する。 

記 

令和４年度姫路市水道事業剰余金処分計算書 

（単位 円） 

 資  本  金 資 本 剰 余 金 未処分利益剰余金 

当年度末残高 40,663,713,186 174,555,221 1,806,491,330 

議会の議決による処分額 949,560,364  △1,806,491,330 

 減債積立金の積立    

 建設改良積立金の積立   △856,930,966 

 資本金への組入 949,560,364  △949,560,364 

 利益剰余金への組入    

処分後残高 41,613,273,550 174,555,221 
(繰越利益剰余金) 

0 
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議  案  第１３０号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

令和４年度姫路市下水道事業会計剰余金の処分について 

 

下記のとおり令和４年度姫路市下水道事業会計未処分利益剰余金２２０，１１０，

２７５円のうち、３０，０００，０００円を資本金に組み入れる。 

地方公営企業法第３２条第２項の規定により提出する。 

記 

令和４年度姫路市下水道事業剰余金処分計算書 

（単位 円） 

 資  本  金 資 本 剰 余 金 未処分利益剰余金 

当年度末残高 76,448,351,240 8,519,601,405 220,110,275 

議会の議決による処分額 30,000,000  △30,000,000 

 減債積立金の積立    

 建設改良積立金の積立    

 資本金への組入 30,000,000  △30,000,000 

処分後残高 76,478,351,240 8,519,601,405 

（繰越利益剰余金） 

190,110,275 
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議  案  第１３１号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

議決更正について 

 

令和４年１２月２０日議決を得た議案第１２１号姫路市文化センター解体撤去工事

請負契約の件中、契約金額を下記のとおり議決更正したい。 

 

記 

 「７８６，５００，０００円」を「７９９，９４１，９５６円」に更正する。 
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議  案  第１３２号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

議決更正について 

 

令和４年１２月２０日議決を得た議案第１２２号姫路市営市川住宅（第３期）高層

建替（建築）工事請負契約の件中、契約金額を下記のとおり議決更正したい。 

 

記 

 「２，２３８，５００，０００円」を「２，３１１，２２２，１８３円」に更正す

る。 
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議  案  第１３３号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

議決更正について 

 

令和４年１２月２０日議決を得た議案第１２３号姫路市営庄田住宅（第１期）高層 

建替（建築）工事請負契約の件中、工期及び契約金額を下記のとおり議決更正したい。 

 

記 

 「    

 工 期 令和６年９月３０日限り 
 を 

 契 約 金 額 ９９８，８００，０００円 

   」 
 

「    

 工 期 令和７年１月３０日限り 
 に更正する。 

 契 約 金 額 １，０５０，９４０，２９５円 

   」 
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議  案  第１３４号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

議決更正について 

 

令和５年３月２８日議決を得た議案第３６号姫路市営市川住宅（第３期）高層建替

（電気）工事請負契約の件中、契約金額を下記のとおり議決更正したい。 

 

記 

 「２２２，４２０，０００円」を「２２４，２１７，４４６円」に更正する。 
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議  案  第１３５号 

令和 ５年 ９月 １日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

議決更正について 

 

令和５年３月２８日議決を得た議案第３７号姫路市営市川住宅（第３期）高層建替

（機械）工事請負契約の件中、契約金額を下記のとおり議決更正したい。 

 

記 

 「３１１，３００，０００円」を「３１７，２７９，３２５円」に更正する。 
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